
幸手市幸手中央地区産業団地企業誘致条例 

平成２５年３月１９日 

条例第２４号 

（目的） 

第１条 この条例は、幸手中央地区産業団地に事業所を新設する企業に対して奨励

措置を講ずることにより、企業誘致の推進を図り、もって市の産業の振興及び雇

用機会の拡大に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 幸手中央地区産業団地 幸手インターチェンジ東側地区地区計画の区域を

いう。 

(2) 事業所 営業活動のための物品の製造、流通若しくは加工又は研究の用に供

する施設をいう。 

(3) 新設 企業が幸手中央地区産業団地内に事業所を設置することをいう。 

(4) 企業 営利の目的をもって事業を営む者をいう。 

(5) 指定企業 第５条第２項に規定する指定を受けた企業をいう。 

(6) 常時雇用する従業員 事業所に常時勤務する従業員（雇用保険法（昭和４９

年法律第１１６号）第４条第１項に規定する被保険者であって、新設を行った

企業と雇用関係にある者に限る。）をいう。 

(7) 公害 環境基本法（平成５年法律第９１号）第２条第３項に規定する公害を

いう。 

    （平成２５条例４６・一部改正） 

（奨励措置の内容） 

第３条 市長は、第１条の目的を達成するため、幸手中央地区産業団地において、

事業を開始した指定企業に対し、奨励措置として次に掲げる奨励金を交付するこ

とができる。 

(1) 施設設置奨励金 

(2) 雇用促進奨励金 

(3) 障害者雇用促進奨励金 



(4) 水道加入分担金相当額奨励金 

２ 前項各号に掲げる奨励金の交付要件、交付額及び回数は、別表のとおりとする。 

（指定要件） 

第４条 前条に規定する奨励措置を受けることができる企業は、次の各号のいずれ

にも該当するものとする。 

(1)  事業所の敷地面積が５，０００平方メートル以上であること。 

(2)  事業所の延床面積が１，５００平方メートル以上であること。 

(3) 事業所において、常時雇用する従業員数が１５人以上であること。 

(4) 市税の滞納がないこと。 

(5) 市長と公害防止協定を締結していること。 

（指定申請等） 

第５条 奨励措置を受けようとする企業は、事業所における事業開始日の１月前ま

でに、市長に指定の申請をしなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、前条に

規定する要件に該当していると認めるときは、指定を行うものとする。 

３ 指定企業は、事業所における事業を開始したときは、事業開始の日から１月以

内にその旨を市長に届け出なければならない。 

（交付申請等） 

第６条 指定企業は、第３条に規定する奨励金の交付を受けようとするときは、市

長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、第３条

第２項に規定する交付要件に該当していると認めるときは、指定企業に対して奨

励金の交付を決定し、奨励金を交付するものとする。 

（内容変更等の届出） 

第７条 指定企業は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を市

長に届け出なければならない。 

(1) 第５条第１項の規定による申請の内容に変更が生じたとき。 

(2) 事業所における事業を休止し、又は廃止したとき。 

（地位の承継） 

第８条 合併、営業譲渡等により指定企業の事業を承継した企業は、事業所の事業



を継続する場合に限り、市長の承認を受けて、当該指定企業の地位を承継するこ

とができる。 

２ 市長は、前項に規定する指定企業の地位の承継を承認したときは、当該承継企

業を指定企業とみなし、当該奨励措置の残期間の奨励金を交付することができる。 

（指定の取消し） 

第９条 市長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取

り消すことができる。 

(1) 第４条に規定する指定要件に該当しなくなったとき。 

(2) 事業所における事業を廃止したとき、又は廃止の状況にあると認められるとき。 

(3) 虚偽その他不正な手段により指定を受けたとき又は奨励金の交付を受けよ

うとし、若しくは受けたとき。 

(4) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為をしたとき。 

(5) 事業所において公害を発生させ、その排除のために当該事業所の施設改善そ

の他必要な措置を講じないとき。  

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 

（交付決定の取消し及び返還） 

第１０条 市長は、前条の規定により指定を取り消した企業に対し、奨励金の交付

決定を取り消し、期限を付して既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ず

ることができる。 

（委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（この条例の失効） 

２ この条例は、平成３６年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この条例

の失効日までに指定を受けた企業に対するこの条例の規定は、この条例の失効後

も、なおその効力を有する。 

   附 則（平成２５年１２月２４日条例第４６号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 



 別表（第３条関係） 

種類 交付要件 交付額及び回数 

施設設置奨励

金 

新設を行った場合 新設のために取得した

土地、建物及び償却資産に

対して課された固定資産

税及び都市計画税に相当

する額を、事業所における

事業開始の日の属する年

度の翌年度（当該年度に当

該固定資産税及び都市計

画税が課されない場合は、

その翌年度）から３年度分

に限り交付する。 

雇用促進奨励

金 

 

市内に住所を有する者（障害者

（規則で定める者をいう。以下この

表において同じ。）を除く。）のうち、

新設に伴い、事業所における事業開

始の日から新規に常時雇用する従

業員が、事業開始の日から起算して

１年を経過した日において、引き続

き市内に住所を有し、かつ、継続し

て雇用されている場合 

 交付要件に該当する従

業 員 数 に １ 人 当 た り  

５０万円を乗じて得た額

（その額が１，５００万円

を超えるときは、１，５００万

円とする。）を１回限り交

付する。 

障害者雇用促

進奨励金 

 

市内に住所を有する障害者のう

ち、新設に伴い、事業所における事

業開始の日から新規に常時雇用す

る従業員が、事業開始の日から起算

して１年を経過した日において、引

き続き市内に住所を有し、かつ、継

続して雇用されている場合 

交付要件に該当する従

業 員 数 に １ 人 当 た り  

６０万円を乗じて得た額

（その額が３００万円を

超えるときは、３００万円

とする。）を１回限り交付

する。 



水道加入分担

金相当額奨励

金 

幸手市水道事業給水条例（平成９

年幸手市条例第２３号）第１１条第

１項の規定により加入分担金を納

付した場合 

 当該加入分担金相当額

に２分の１を乗じて得た

額（１００円未満の端数が

生じた場合は、これを切り

捨てた額とし、その額が 

３００万円を超えるとき

は、３００万円とする。）

を１回限り交付する。 

 


